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には、法人の定める一定の割合で算定した額を配分

して繰り入れる処理を行います。なお、一度定めた

割合の基準は、特別な事情がなければ、安易に変更

せず継続的に使用する必要があります。

　以上のような処理は、本部拠点区分の人件費以外

の費用（例えば役員報酬、理事会開催費用や登記費

用など）についても同様に行います。本部の通帳を

通さずに施設の通帳から直接支払うことも可能です

が、その場合にも会計処理は＊２のように本部拠点

区分の費用としたうえで、施設拠点区分からの繰入

とする必要があります。
＊２
〈本部拠点区分の処理〉
（借方）役員報酬／（貸方）拠点区分間繰入金収益
〈施設拠点区分の処理〉
（借方）拠点区分間繰入金費用／（貸方）現金預金

　そうしなければ、本部の運営経費がいくらかかっ

たのかが計算書類等から把握できないからです。こ

の場合、資金収支計算書の表示方法については、会

計ソフトによって異なりますので注意が必要です。

　以上の会計処理は、法人全体の運営のための費用

を本部拠点区分に計上し、各施設で配分して負担さ

せる方法ですが、本来施設で負担すべき費用を本部

でまとめて支出するケースもあります。例えば、給

食材料費の購入価額を下げる一つの方策として、法

人全体で一括して同一業者と契約することがありま

す。この給食材料費をまとめて本部拠点区分の通帳

から支払った場合に前記のような処理を行ってしま

うと、施設の計算書類には「拠点区分間繰入金費用

（支出）」が表示されてしまい、本来の「給食費（支出）」

としての表示ができなくなってしまいます。このよ

うに、法人の運営費用ではなく単に施設で支払うべ

き費用を本部拠点区分で一時的にまとめて支払って

いる場合には、処理方法に注意する必要があります。

　例えばこのような場合には、＊３のような処理を

Ｑ
　法人本部の職員の給与や、法人全体での業務委託

費等はどのように処理すべきでしょうか。

　複数の施設等を運営する法人では、事務長などの

法人本部に所属する職員が全職員の給与計算を行う

など、法人全体の業務に携わることがあります。本

来これらは各施設で事務職員が行うことが想定され

ている業務であることは、委託費や施設型給付費に

事務職員雇上費加算などの加算措置が採られている

ことからもわかります。しかし近年の社会福祉法人

では、複数の施設や異なる事業種別の施設等の運営

など、比較的規模の大きい法人も増えています。

　一般に法人本部には収入がほとんどなく、そのた

め本部独自の財源でこれらを賄うことは不可能です

が、理事会等の本部運営業務そのものが社会福祉事

業の適切な運営を遂行するために必要不可欠なもの

であることから、一定のルールのもとで委託費等を

本部の経費に充当することが認められています。

　このような場合には、＊１のように本部拠点区分

の会計処理において費用とし、その額を施設拠点区

分から繰り入れて充当するという処理を行います。

本部拠点区分の費用を複数の施設で負担させる場合

＊１
〈本部拠点区分の処理〉
（借方）職員給料／（貸方）現金預金
（借方）現金預金／（貸方）拠点区分間繰入金収益
〈施設拠点区分の処理〉
（借方）拠点区分間繰入金費用／（貸方）現金預金
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行うことが考えられます。

　この処理を行う際に、本部拠点区分の借方を「立

替金」とする法人も見られますが、本来立替金は法

人外部に対する支払いを表すもので、この例のよう

に法人内部における立替え支払いには使用できませ

ん。一方「拠点区分間貸付金・借入金」は一時的に

“貸している”、“借りている”状態を表す勘定科目で、

内部取引消去を行うことを考慮してもこの勘定科目

を使用することが適切です。「拠点区分間貸付金・

借入金」は、実際に現金を貸し借りした時に限って

使用する勘定科目ではなく、貸している状態、借り

ている状態を示す勘定科目であることを理解する必

要があります。なお、この処理を行った後には実際

に施設拠点区分の通帳から本部拠点区分の通帳にお

金を移動し、それに合わせて拠点区分間貸付金・借

入金を消し込みます。

　また特に保育所の場合は、委託費の資金運用ルー

ルも忘れることができません。保育所の委託費はも

ともと、保育所に在籍する児童の保育のためにのみ

使用することができます。しかし施設を運営する法

人の運営経費も必要不可欠な費用と考えられること

から、一定の要件を満たす保育所に限って＊４のよ

うな弾力運用が認められています（下線は筆者）。

　ここでは要件等の詳述は避けますが、保育所を経

営する法人の運営に必要な経費は、予算編成などに

際して理事会の承認を得て、委託費を財源として本

部拠点区分へ繰り入れて充当することができます。

ただし“充当することができる”と記載があるように、

本部からの実支払額を超えて繰り入れることはでき

ず、支出額とまったく同額だけ繰り入れることがで

きる、という点に注意することが必要です。

　なお、認定こども園（幼保連携型でも保育所型で

も）における施設型給付費については、その使途に

一切の規制はなく（社会福祉法人としての使途範囲

には注意が必要です）、本部拠点区分への繰入につ

いても制限はないので、本部拠点区分からの実支出

額を超過して施設拠点区分から繰り入れることも可

能です。

　以上のように、法人を運営するために本部拠点区

分から支出する額（役員報酬、理事会費用、登記費

用、保険料など）は、本部拠点区分からの支出相当

額を施設拠点区分から繰り入れて充当する処理とし、

もともと施設拠点区分で支出すべき額を便宜上本部

拠点区分から支出した額は、施設拠点区分において

適切な費用（支出）として計算書類に表示する処理

とすることが妥当と考えられます。

＊４

＊３
〈本部拠点区分の処理〉
（借方）拠点区分間貸付金／（貸方）現金預金
〈施設拠点区分の処理〉
（借方）給食費／（貸方）拠点区分間借入金
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